令和７年度　第２回丸亀市保健医療推進委員会
（丸亀市健康増進計画推進会議）
開催日時　令和8年1月29日（木）　13時58分～15時40分
開催場所　丸亀市役所　2階　201会議室
出席者　　
(保健医療推進委員)　 次田一代　吉田英統　宮井陽一郎　香川良介　川上雅史　木戸みどり　
小山真弘　岩崎正朔　中野実千代　松永真理　大上悦子　内田千鶴
 (事務局) 　 谷本部長　堀瀬課長　駒松副課長  鳥井担当長　松尾担当長　
黒川　藤原　多田　德永　山本　
(傍聴者) 　なし
議　題　　1．開　会
　　　　　2．会長あいさつ 
3．諮問
4．議事
　　　　　（1）令和7年度　第2次丸亀市健康増進計画 推進状況の報告
（2）第3次健康増進計画策定のためのアンケート調査結果の報告　
（3）その他
5．閉会　　　　　
開会（13時58分）
―事務局―　
　ただ今から、令和7年度 第2回丸亀市保健医療推進委員会を開催いたします。会議開催にあたりまして、会長よりご挨拶申し上げます。
―会長―
　会長を務めさせていただいております香川短期大学の次田と申します。第2次丸亀市健康増進計画「健やかまるがめ21」の推進期間が平成28年度から令和9年度までで終了となり、本日は次期計画の策定に向けての話し合いになるかと思います。第2次丸亀市健康増進計画の推進状況や第3次丸亀市健康増進計画策定のためのアンケート調査の結果など貴重な報告があります。委員の皆様におかれましては、それぞれの立場から活発なご意見をいただきまして、次期計画につなげていきたいと思います。本日もご協力よろしくお願いいたします。
―事務局―
本日の会議は委員14名のうち12名と半数以上の委員に出席いただいておりますので、丸亀市附属機関設置条例により、本会議の成立要件を満たしておりますことをご報告いたします。また横山委員、徳井委員からはご欠席の連絡をいただいております。本会議は公開といたしますので、会議録につきましては会議の概要を記録し、会長に確認いただいた後に、市のホームページにて公表いたします。また、本日は第3次健康増進計画策定業務を委託しております、株式会社ぎょうせいより石丸様、渡邉様と百々様の3名に出席いただいております。後程、アンケート結果の報告についてご説明していただく予定です。
続きまして、本委員会が第3次丸亀市健康増進計画の策定委員会を同時に兼ねているということで、本委員会に第3次丸亀市健康増進計画の諮問をお願いしたいと思います。健康福祉部長より、諮問書を代読させていただき、会長に諮問書をお渡ししたいと思います。
―健康福祉部長―
（諮問書の代読・交付）
―事務局―
（資料の確認）
ここからは次田会長に議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
―会長―
　本日の傍聴者は0名です。
まず、議事（1）の第2次丸亀市健康増進計画「令和7年度の推進状況の報告」について事務局より説明をお願いします。
―事務局―
　健康増進計画について令和7年度の実施状況をご報告させていただきます。前回の会議でご報告した計画の報告と前回会議以降に追加した取り組み等を中心にご報告いたします。事前に送付しております、資料1とチラシ①～③をご覧ください。なお、資料下部にはページ番号、チラシの右上にはチラシの番号を入れておりますので、ページ数やチラシ番号を示しながらご説明します。
それでは、資料6ページ（1）「食生活」をご覧ください。今年度重点的に推進している健幸10か条の分野の1つ目、「食生活」の取り組みについてです。こちらの分野の取り組みの詳細は食育推進計画に記載しているため、一部抜粋してご報告します。
「朝食をきちんと食べる」について、チラシ①をご覧ください。朝食についての啓発チラシを市民会議メンバーと作成し、イベントなどで配布しました。さらに、2月に開催予定の健やかまるがめ21フェスタで絵本の読み聞かせを通し、親子に適切な食生活について情報提供し、併せて作成したチラシを配布する予定です。
次に資料8ページ（8）「地域・環境」をご覧ください。今年度重点的に推進している健幸10か条の分野の2つ目の地域のつながりを深める取り組みとして、地区担当保健師や健康課栄養士がコミュニティの保健部や愛育班、食生活改善推進員などと連携し、役員会や活動の中で地域とのつながりや人と人のつながりの大切さについて伝えています。また、母子保健推進員や愛育班の方にはウエルカム広場など地域で親子に声かけをしてもらい、地域で安心して子育てができるよう取り組んでいます。特にウエルカム広場は若い世代がコミュニティセンターを利用する機会となり、働き世代に地域とのつながりを作り、地域で孤立しない安心した子育てができるきっかけになっているのではないかと感じています。
資料7ページ（3）「生きがい・休養」についてです。前回の会議以降に計画した新たな取り組みとして、10月に妊婦とその家族を対象としている子育て講座にて、市民会議メンバーと自分でできるストレス対処法として計10組の参加者にハンドマッサージの紹介を行いました。
資料9ページをご覧ください。「健幸の日」と「健幸10か条」の認知度向上に向けた啓発についてです。市民会議メンバーと元亀くんだよりを作成し、市広報12月号に折り込み、全戸配布をしました。作成したチラシはお配りしているチラシ②です。次年度重点的に推進する健幸10か条の生きがい休養分野の「睡眠」をテーマに作成しました。自分事としてとらえていただけるようライフステージごとの情報を市民目線で選択してもらい、まとめました。
2月11日（水・祝）に開催予定の健やかまるがめ21フェスタについてです。チラシ③をご覧ください。市民会議メンバーが主催しており、健康づくりに関心を持ってもらうきっかけづくりとして楽しく健康について体験してもらうイベントにしています。委員の皆様もお時間がよろしければ、ぜひご参加いただければと思います。
11月に丸亀市e-モニター制度を活用した「丸亀市の健康づくり推進」についてのアンケートを実施したので報告いたします。資料2をご覧ください。e-モニターアンケートは市民の皆さんの意見を市政に反映するためにスマホなどを利用してアンケートに協力いただくもので、健康課でも経年的に調査を行っています。令和6年度に収集していたデータは各設問の表の右端に示しております。また、回答割合が高い選択肢には黄色のライン、令和7年度に重点的に推進している健幸10か条の項目の質問番号の横には〇をつけており、昨年度との比較ができるようにしております。アンケートの回答者は毎年新たに登録する仕組みになっており、毎年200人前後の方が回答してくれています。回答者の年代は毎年40歳代が最も多く、今年は50歳代の割合が増加し、計画でターゲットとしている働き世代が多い傾向となっています。
質問3、4では今年の重点項目の食事について質問しており、旬の野菜を食べている人は約半数で、横ばいとなっています。特に取り組んでいた共食については「ほとんど毎日一緒に食べる」と回答した人が増加していました。
質問5の地域とのつながりについては「あまり思わない」と答えた人が多く、年々つながりを感じづらくなっていると思われます。前回の会議でも話があがりましたが、現代に合ったつながり方ができるよう考えていかなければならないと感じております。
質問10では健康づくりに対しての意見をいただき、特に多かったものを抽出しています。「広報」「イベント」「気軽に取り組めるきっかけ」などがキーワードとしてあり、健康増進計画の重点取り組みでもある健康づくりのきっかけづくりが市民の方のニーズにも上がってきていると感じています。引き続き、参加型のイベントや広報などを通して健康情報に触れる機会をつくることで無関心層にも働きかけていきたいと考えております。健康増進計画の推進状況等は以上です。
資料10ページをご覧ください。令和7年度の推進状況について報告します。
1つ目の自分にあった食生活の実践では、食育ＳＡＴシステムを活用して食事指導を行いました。子どもから高齢者に向けて、自分にあった食事を知るきっかけになったかと思います。また、みそ汁の試飲では家庭の味と比較していただくことで考えるきっかけになったかと思います。
2つ目の食文化の継承と地産地消の推進では、食育ネットワークメンバーが資料に記載しているようにいろいろな事業で行っていただきました。
3つ目の食を取り巻く環境の整備では、食育ネットワーク会議を開催し、関係機関・団体と連携を図り、それぞれの活動をパネルにし、6月の食育月間より市役所ロビー、中央図書館、綾歌図書館、食育講演会のロビーで掲示をしました。また11月28日には、今年度の健幸10か条重点課取り組み「⑤ごはんを楽しむ日～だれかと一緒に会話しながら食事をしましょう～」であり無関心層の若い世代にアプローチできると考え「家族と食事を楽しむ方法」と題し、テレビや本の出版などで活躍中のタサン志麻氏をお招きし、食育講演会を開催しました。
令和8年度も市民が食生活を振り返って、気付き、できそうなことからやってもらえるように、食育ＳＡＴシステムや県の野菜摂取量測定器を活用し取り組み、関係機関・団体を連携しながら、事業を実施する機会が増えるように食育ネットワーク会議での情報交換等を継続していきたいと思います。食育推進計画については以上です。
続きまして、自殺対策基本計画の取り組みについてご報告します。資料の12ページをご覧ください。自殺予防に対する理解促進について、9月の自殺予防週間では、パネル展示と地域の健康教育等で啓発を行いました。健康相談等では「私は大丈夫やから関係ない。その人個人の問題」といったような意見も聞かれました。まだまだ、自殺が誰にでも直面する可能性があるという認識が少ないと感じましたが、相談できる場があることを知り、必要な時に相談できる、自分にできる範囲でのゲートキーパーの役割を考えていただく機会を広く持つことができました。
次に、人材育成について、今年度は相談支援に携わる市役所職員を対象にゲートキーパー養成講座を行いました。困難なケースを対応されている方もおり、その中で自分を大切にすることができる、自分なりのゲートキーパーとしての在り方を考える機会となっております。
相談支援体制の整備について、こころの健康相談については、毎月1回の実施しております。相談希望があれば当月または翌月には相談できる状態であり、今後も相談者の希望や状況に応じて、臨機応変に対応してまいりたいと思います。また妊産婦につきましては、すべての妊産婦を対象に産前産後ともに専門職が面談を実施し、妊娠期からの関わりを大切に担当保健師等が継続して支援しております。今年度よりこども家庭センター設置致しましたことから、ハイリスク妊産婦につきましては、こども家庭センターと連携しながら支援を行っております。令和8年度も、庁内の連携をはかり、実状に合った各事業の展開を引き続き務めてまいります。よろしくお願いいたします。
―会長―
　ご質問、ご意見等ありますか。よろしくお願いします。
―委員①―
資料に「しっかり噛んで食べる」という表現がほとんど見えなかったように思います。私は市外の小学校で防災研修に行っています。いつも食事はこどもさんと一緒に食べて帰っています。私は丸亀市で1番食べるのが遅いです。それはよく噛むということですが、そこの小学校に行ったら「おじさんが1番早い」と言われました。こどもは1口に50回噛んでいると聞きました。気になったので学校の関係者に聞くとそれを何年か取り組むと風邪や体調を崩して休むことがほとんど皆無になったようです。昔からよく噛めと言われていますが、この基本的なことが資料の中になかったなと思いました。箱根の駅伝で坂道を登って逆転した選手も食べるのが1番遅いと言っており、要するによく噛んでいるということです。地元の小学校でカレーライスを一緒に食べると生徒さんの方が早く食べ終わります。基本的なことをもう少ししっかりやってみたらいいかなという気がしました。
―会長―
貴重なご意見ありがとうございます。 食生活について事務局の方からお願いします。
―事務局―
噛むことは大切であり、チラシ①には噛むことについて少しですが入れています。健康相談などの場面でも食事時間について質問をしていますが、食事時間が早い人が割と多いので、食べる前に時計を見たり、少しでも時間をかけて食べるように話しております。今回、ご意見をいただきましたので、さらに啓発していきたいと思います。またかかりつけ歯科医院も持つように啓発していきたいと思います。ご意見ありがとうございました。
―委員②―
噛むことは歯科にとっては大事なことですが、最近の食事の形態は昔に比べて食べやすいものが多く、食事の時に最近のお子さんは飲み物と一緒に流し込むような食べ方をすることも問題としてあるので、ただ噛むというところではなく、その中に食育があるのだと思います。食事の硬さや、食事中の水分摂取、飲み物で一緒に流し込んでしまうと噛む癖自体がなくなってしまうので、一概に噛んで食べてくださいというだけでなく、他のところとの連携、いろいろアプローチはあると思います。お考えいただければと思いますが、噛むというそのものは本当に大事だと思います。
―委員①―
先ほどの発言に付け加えて、確かに食べ物自体も改善し、すぐに飲み込めないようおにぎりの中にいりこを使うなど、給食に地元のいりこを使った料理を増やしてもらっています。噛むことでカルシウムもよく摂れるし、地産地消にもつながります。その辺をミックスした食の改善であったということを付け加えておきます。
―委員③―
50回噛むのは至難の技だと思います。ただ50回噛むと、私たちの歯は28本から32本あるので、その歯の一本一本に食べ物を当てるぐらいの気持ちで、ということで30回ということがアメリカの方から入ってきました。50回噛むと、30回はすごく容易です。しっかり噛むことで時間がかかるかというと、集中して食べるから時間がかえって短くなったそうです。よく噛むいうのは一口30回ぐらいと思います。よく噛むと唾液もよく出てきますし、非常にいい効用がたくさんあるので、ぜひこの食生活の中に、よく噛んで食べるというようなことを入れていただけたら、非常にありがたいと思います。
―委員④―
薬局のアンケートで生活習慣について聞いたときに、あまり運動しないというところにチェックがすごく多かったです。運動を若い人はしているが、高齢とか中年の方はほとんどしていないようです。楽しみながら運動することに取り組まれているようですが、もっと地域全体でウォーキングなどしていただければと思いました。
―会長―
運動については何かございますか。
―事務局―
次期総合計画の中にウォーカブルなまちづくりという視点もあります。住んでいるだけで健康になれる視点で各課も取り組んでまいります。それに合わせ、ヘルスプランにもその視点を含め、各課が連携して取り組んでまいりたいと考えております。
―委員⑤―
e-モニターアンケートの結果を見て「健幸の日」は啓発し始めて何年になるのかと思いました。広報にもたくさんこの言葉が出てくるし、ティッシュに挟んだり、いろいろなイベントでも配布していて、結構な年数になるにも関わらず50%の人は言葉も知らないというのは、他にどんな対策をしたらいいのかなと思いました。
―会長―
これを見ると、言葉を知らない人というのは半数という結果になっております。それを広めていくとことやこの結果についてもございましたらお願いします。
―委員⑥―
認知度については、某スーパーの20日、30日の5%オフのように具体的な自分の行動と結びつくと覚えやすいと思いました。eモニターアンケートを見るとイベントの要望がすごく多く、それを結びつけていかないと浸透はしないと思います。でも浸透させることを目指しても仕方ないと思っています。結果として知っているということでよいと思います。
―委員②―
資料を見ていると歯周病検診の受診率がすごく低く、以前の方が高かったように思います。以前は歯周病検診と20歳のチェックアップクリーンに分かれていて、今はそれが20歳から5歳刻みで歯周病検診の対象になっていますが、僕らの実感としても、20歳の歯周病検診受診率5.7％、全体としても6.1％でかなり低いのではないかと思います。私も広報はあまり読まないので、若い世代になるとSNSなどを市の活動として取り入れていく方がいいのではないかと思います。 
―委員⑦―
私は市民会議メンバーでして、「健幸10か条」などを推進する立場で活動しております。先ほど「健幸10か条」の話が出ましたけれども、私もこれを知らないから、その人が健康に興味がないというわけではないと思うので、私たちはこれに基づいて活動をしていき、それは知っていただいて、某スーパーに負けないぐらいの知名度が上がっていけば、それは素敵なことだなと思っています。
―委員⑧―
eモニターアンケートは、パソコンとスマートフォンでのアンケートなので答える人が若い人という形になり、実際に40代の人がアンケートの中でも回答者が多かったということです。なので、さっきの50%の人しか普及していないということは、若い人が仕事で忙しくて広報も読まないし、チラシも見ないということだと思います。私の友人は年配ですけど、広報は隅から隅まで読むという人もいるので。言葉を知らない人が丸亀市民の半数ということではなく、若い人が忙しくて、なかなかいろんなことに目を向けられていないということだと思っています。薬局に来る人が運動していないのは、確かにそうだと思います。痛い人は病院の薬で治すみたいなことですけど、私はころばんぞぉ～教室に行き、薬を使わずに治したいので運動しています。運動している人は元気で、運動しない人がお薬に頼るっていうパターンと思います。丸亀市は月2回の教室と、コミュニティでもしているものがあり、私は月に3回は行ける日を見つけて運動をしています。ありがたいなと思います。友人からは丸亀市はすごくいいねと言ってもらっています。
―委員⑨―
私は毎年なるべく検診を受けるようにしております。元気でいたいと思っておりますので、昨年も検診に行きました。受診券では決まっている検診内容は胃がん、大腸がん、肺がん、乳がんなどで、例えば肝臓がんとか膵臓がんなど見つかった段階では手遅れになるようなものはありません。私の身内が肝臓がんの末期で見つかった時は余命宣告1か月でした。本人は検診を受けること、病院嫌いだったのでそういう部分はありますが、見つかったときには手遅れになりがちな、脳もそうですが、決まった検診以外にも安いお金で受けられたらと思います。最近は血液の検査である程度難しいがんもわかる検査があると聞き、初めて血液で検査をしていただきました。新たな予防のための補助があったらいいと思います。高いお金を出せば、人間ドックなど受けられますが、それでは時間もかかるので簡単に、精度のいい検査ができたらいいと思いました。私もコミュニティの長生き体操になるべく行くようにしております。参加している人は30人前後です。限られた人が来ていますが、他に身近なところで5～6人で集まって健康体操をしている所はどれくらいありますか。例えば自治会館で、いきいきサロンなど、体操と交流の場を含めて、気軽な、しかも行きやすい身近で参加しやすい、何か工夫があればいいなと思っております。
―会長―
地域住民が身近で参加しやすい工夫について何かございますか。よろしくお願いします。
―事務局―
いきいきサロンは健康課では所管しておりませんが、高齢者支援課、地域包括支援センターで居場所づくりの一貫で市民の方が自主的に運動をできるよう、理学療法士の監修のもと実施している取り組みがあります。ただ、コロナ禍で3密回避の関係でちょっと少なくなってしまっていて、今からそれを盛り返すことが課題だと思っています。ヘルスプランは、高齢者支援課とも連携しながら、取り組んでいきたいと思います。
―委員③―　
eモニターアンケートの自由記述欄でたくさんの方が書いていただいていて回答率も高く、計画策定のためのアンケート結果を見ても回収率は良くて、貴重なご意見もいっぱいありました。eモニターアンケートは集計も楽だったと思いますし、とてもいいアンケートの調査だと思います。今後もこういうものを進めていただいて、高齢の方にはハードルが高いかもしれませんが、これから高齢者になるような方にぜひいろいろなご意見をいただければ、非常に前向きに検討できるのではないかと思いました。このアンケートは素晴らしいです。 
―会長―
スマートフォンでの回答は回答率が低い傾向がありますが、今回の回答率は高く今後もこの方法を続けていただければと思います。
次に議事（2）の「第3次健康増進計画策定のためのアンケート調査結果の報告」について株式会社ぎょうせいより説明をお願いします。
―株式会社ぎょうせい―
　当日配布しておりますアンケート報告書に関しては、まだ初稿の段階です。本日は報告書の概要版に沿ってご説明します。前回調査から改善された強みと全体から見る課題についてご説明します。調査の概要についてです。市民一人ひとりが健康づくりについて考え、家庭や地域において共に支え合うことのできる「健康なまちづくり」に取り組み、スポーツを通じた健康づくり・福祉の増進や、活力に満ちた地域社会の実現を目指すため策定した「第2次丸亀市健康増進計画」、「第3次丸亀市スポーツ振興ビジョン」の評価・見直しを行い、新たな計画を策定する基礎資料として調査を実施しました。調査の対象と実施方法については、丸亀市在住の20歳以上の5000名を無作為抽出し、令和7年10月11日から27日までで調査しました。配布数は5000票、回収数は2546票で回収率は50.9％です。前回の調査は44.1%でしたので、6.8ポイントほど回収率が上昇しております。前回調査から改善された施策と強みからお伝えします。
（1）喫煙率の大幅な低下と禁煙意識の浸透についてです。令和3年調査における現在喫煙率（計）15.4％に対し、令和7年調査では11.7％と3.7ポイント改善しました。「吸わない」と回答した人も7割を超えて増加しており、禁煙が市民に定着しています。50歳代男性の喫煙率は依然として他層より高いものの、全体として減少傾向にあります。
（2）健康診断未受診者の減少と受診行動の改善についてです。令和3年調査で「健康診断を受けていない」人の割合は23.7％でしたが、令和7年調査では19.4％へと低下し、受診行動が改善しました。「特定健診等を受けた」人も27.3％と安定しており、地域とのつながりが強い人ほど未受診率が低い傾向もあります。地域ぐるみの健康管理意識が向上していることの表れとなっています。
（3）バランスのとれた食事の実践率向上についてです。令和3年調査の主食・主菜・副菜をそろえて食べる割合は65.9％でしたが、令和7年調査では72.5％に向上しました。特に専業主婦や農林水産業（農業、漁業を含む）で8割を超えるなど高い水準にあります。自身の食生活を「おおむねよい」とする自己評価も61.8％に改善しており、食育による知識が具体的な行動に結びついていると考えます。
（4）朝食摂取習慣の確立と高い実施水準の維持についてです。令和3年調査で「朝食をほとんど毎日食べる」割合は77.3％でしたが、令和7年調査では80.8％に上昇しました。特に70歳代以上では9割を超え、農林水産業（農業、漁業を含む）や専業主婦・主夫、無職の層でも非常に高い実施率を誇ります。このような基本的な生活習慣が確立されており、これが運動習慣の定着とともに、健康づくりの大きな基盤です。
（5）定期的な歯科健診の受診拡大による予防歯科の定着についてです。令和3年調査で「歯科健診を受けていない」人は33.0％でしたが、令和7年調査では27.0％へと減少し、予防歯科が浸透しました。「数か月に一度」の受診者も43.6％と増加しており、特に女性の受診率が全世代で高い水準です。将来のオーラルフレイル予防に向けた市民の積極的な姿勢は市の強みとなっています。
（6）かかりつけ歯科医院保有率の上昇とケア体制の強化についてです。令和3年調査のかかりつけ歯科医院保有率は73.0％でしたが、令和7年では78.8％に向上しました。特に女性の30歳代から70歳代では8割を超え、地域歯科医療への信頼の高さが伺えます。かかりつけ医を基盤とした継続的な口腔ケア体制が整いつつあることは、健康寿命の延伸に向けた市の強固な財産です。
次にアンケート結果からみえる健康増進に関する課題についてです。
（1）運動習慣の低迷と未実施層の増加について、運動を「ほとんどしていない」が42.3％にのぼっており、令和3年の調査時（41.6％）から微増している現状は、生活習慣病予防の観点から最優先の課題です。運動をしない理由は「仕事が忙しい（30.0％）」や「きっかけがない（24.9％）」が多く、現役世代への動機付けや、日常生活に運動を取り入れる健康メリットの普及など、市民一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、実践を後押しするきめ細やかな支援が求められます。
（2）肥満（ＢＭＩ25以上）の増加について、ＢＭＩ25以上の肥満に該当する割合が22.9％となり、令和3年の調査時（20.6％）から増加しています。食生活の問題点として「食べすぎてしまう（30.8％）」といった食行動の傾向や「食事のバランスが悪い（32.9％）」という自覚も浮き彫りとなり、将来的な生活習慣病の発症リスクを抑え、健康寿命を延伸させていくための積極的な働きかけが求められています。今後は、個人の意識作りへの支援に加え、社会全体で健康を支える環境作りをより一層推進する必要があります。
（3）がん検診の未受診率の高さについて、胃がんや乳がん等の各がん検診は、令和3年の調査時より改善傾向にありますが、依然として約半数が未受診です。受診しない理由には「忙しくて受診する時間がない（20.9％）」や「健康であり必要性を感じない（20.8％）」といった回答が多く、受診しやすい環境づくりや、無症状時の検診の重要性を再認識してもらうための働きかけが必要です。早期発見・早期治療は健康維持に不可欠なため、今後はライフスタイルに合わせた健診の機会の提供や、受診への一歩を継続的に後押しする支援の充実が求められます。
（4）ロコモティブシンドロームの認知度の停滞について、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の「言葉を知らなかった」が63.6％を占めており、令和3年の調査時（63.6％）から横ばいのまま推移しています。高齢化が加速する中での認知の停滞は、将来的な寝たきり防止等の介護予防を推進する上で解消すべき課題であり、早期の対策強化が不可欠です。運動がもたらす効果への理解は8割と高いものの、具体的な症状名への関心が低いため、今後は運動と健康維持をリンクさせた実践的な啓発が求められます。
（5）精神的ストレスの増加について、日常的にストレスを「ほぼ毎日感じる（20.5％）」と「時々感じる（56.7％）」を合わせた割合は77.2％に達し、令和3年の約67％から大幅に増加しています。一方で、イライラした際に「解消方法を持っている」と回答した人は17.4％に留まっており、多くの市民が対処法を見出せていない可能性があります。今後は自分にあった解消方法を見つけるための啓発や、気軽に相談できる窓口の周知など、心のセルフケアを支える体制の強化が求められます。
（6）社会活動への不参加による孤立リスクについて、地域活動や組織に「参加していない」人が61.7％に達しています。令和3年の調査時（71.4％）からは約10ポイントの大きな改善が見られるものの、依然として市民の6割以上が社会的なつながりを持っていません。社会活動への参加は主観的健康感の高さと相関があるため、孤独・孤立を防ぐためにも、現役世代や無関心層が参加しやすいコミュニティの環境整備や、参加を促すきっかけ作りが必要です。
（7）睡眠による休養の質の不足について、睡眠で疲れが「あまりとれていない（24.2％）」と「とれていない（4.3％）」を合わせた割合は28.5％にのぼります。令和3年の調査時の30.7％（あまりとれていない＋とれていない）と比較するとわずかに改善していますが、依然として市民の約３割が睡眠に課題を抱えています。睡眠不足はストレスや運動不足とも密接に関連しており、包括的な生活習慣の改善に向けたアドバイスや、質の高い休養を支える情報提供の在り方を検討していく必要があります。   
（8）食生活の質とバランスの不足について、「食事のバランスが悪い」と自覚している人が32.9％存在します。令和3年の調査時（40.3％）からは改善が見られますが、食生活の三本柱である「主食・主菜・副菜」を揃える習慣は、依然として向上の余地があります。特に肥満傾向にある層では食事バランスの意識が低い傾向にあり、栄養指導や具体的な献立提案など、実践に繋がる情報提供の継続が必要です。
今ご説明したものはデータから見える、前回比較と課題についてです。当日配布のアンケート報告書154ページの自由意見をキーワード分析しております。タイトルごとにご説明させていただきます。
1つ目に歩道の整備・ウォーキング環境についてです。夜に歩くのが怖い、もっと整備してほしい。水飲み場を増やしてほしいなどさまざまな意見がありました。
2つ目は公園・屋外施設の充実について、筋トレマシンを公園に置いてほしい。広くて綺麗な公園がもっと必要。安心して利用できる公園を増やしてほしいというような意見でした。
3つ目に、室内運動施設・プールの要望では、温水プールがほしい。市民体育館の老朽化、トレーニングルームの器具が古いので、最新のものに入れ替えてほしいという内容でした。
4つ目に健診・がん検診の受けやすさについては、平日の集団検診には行けない。土日の実施を増やしてほしい。がん検診の費用をもう少し安くできないか。健診の予約がネットで簡単に取れるようにシステムを考えてもらえないか。
5つ目は教室・イベントの開催について、ヨガやストレッチ教室を増やしてほしい。運動イベントを企画してほしい。ウォーキング大会をもっと頻繁に開催してほしい。20代〜40代向けの健康講座も充実させてという意見もありました。
6つ目に交通安全・自転車道の確保で、自転車と歩行者が分離された道が少なく、接触しそうで危ない。マナーの悪い車も多くて不安。交通量の多い道路でのウォーキングは排気ガスが気になるので対策をという内容でした。
7つ目に広報・情報の周知で、健康イベントの情報が広報紙だけでは分かりにくい。SNSをもっと活用してほしい。アプリなどで、歩数に応じたポイント制度を導入してほしい。健康に関する丸亀市独自の情報をもっと若者向けに発信してほしい。
8つ目に指導者・アドバイザーの配置では、ジムに行っても使い方が分からないので、専門のトレーナーを常駐させてほしい。地域のスポーツ推進員の方が、もっと活発に活動できる環境を作ってほしい。学校の先生だけでなく、外部のプロが教えるスポーツクラブを支援してという意見がありました。
9つ目に料金・コスト面の負担について、公共施設の利用料を、市民割引などでもっと安く設定してほしい。定期的に通うための回数券やサブスクリプション型の料金体系がほしい。部活動やクラブ活動の遠征費など、こどものスポーツ活動への助成をしてほしいという意見がありました。
10つ目は食育・栄養相談について、地元の野菜を使った健康レシピを、もっと具体的に紹介してほしい。管理栄養士による個別の栄養相談を保健センターで気軽に受けたい。一人暮らしでも手軽に作れる健康的な食事の講習会を開いてほしいというような意見があります。
今後の作業ですが、自由記述の特徴的な意見や先ほどご説明しました課題を新しい計画を作る上でひとつひとつをどのように解決するかを計画書に活かしていきます。説明は以上でございます。 
―会長―
このご説明につきまして、ご意見や質問があればお願いします。
―委員②―
この統計のデータは回答数が2000を超える膨大な量で、すごくいいデータだと思います。このデータをさらに統計処理をするのでしょうか。例えば、学会発表とか論文にするときに、いわゆる統計処理をさらにかけて、いろいろな因子やバイアスを取り除いて、根底にはどのような因子が関わっているかみたいなところまでしますが、そこまでは考えてはいないですか。
―株式会社ぎょうせい―
部分的にクロス集計というのは、これから行っていきますが、統計処理というところまでは必要があれば行います。それよりもっと大きな課題が見えていますので、それに対してどういう施策をつけるかというところに力を入れたいと考えています。
―委員②―
すごく大きなデータなので、ぜひいろんなところに活用していただければと思います。
―委員⑩―
健康格差が今非常に大きな問題になっていると思うのですが、第2次健康日本21で対策を立ててきたのですが、健康格差についてはむしろ広がってきていると言われています。既に第3次健康日本21に入っており、それに基づいて丸亀市も新しい計画を立てていくということになると思います。令和6年の丸亀市のデータヘルス計画を見ますと、生活習慣病に焦点を当ててその課題を抽出すると書いています。今日いただいた資料の中の課題というのは、先ほどの資料の3ページ以降の問題だと思うのですが、それに基づいて今後どのように対策を立てていくか、焦点を当てた方がいいと思います。健康格差が広がった原因として、地域の環境がうまく整備されていないことが一つ問題になっていると言われています。運動ができるような環境づくりは行政がするしかないので、焦点を当ててしていただきたいです。健康にとっていいことはみんな知識としては知っています。これをしたら悪いということも知っていますが、それが実行に結びつかないことが問題なので、実践できるよう動機づけが必要です。動機づけがうまくできないところが問題だと思うので、動機付けについて考えていくべきだと思います。医師会としても出前講座をやっています。参加する人は決まっていて、参加できていない人の対策、むしろそちらの方が底上げをするのには有効的だと思っています。
―委員⑥―
アウトカムレベルの目標がはっきりしていないと、統計を取っても何を目標に解析するか、かみ合わないと思います。プロセスやストラクチャレベルではなく、設定が難しいと思いますがどうしていきたいかのレベルで設定しておけばいいと思います。データを取るのは大事だけど、最終のイメージがないとどうしようもないかなと思いました。アンケート自体はおもしろく、ここからアイデアが浮かびそうな感じはしました。イベントの希望がすごく多いですが、体操教室などが乱立しすぎている問題もあると思います。行政が税金で安いものを作ってくださいという要望に丸亀市として取り組むのかどうか。土日の場合は職員さんが出て代休を出さないといけないですよね。お金と人が少なくなっていく前提で、行政がどこまでやるのか、民間の企業が入ってくれるのか。アンケートでも市がやってくださいという感じで、自分はしないですという感じを受けました。丸亀市全体でどういう方向性なのかが定まっているといいと思います。行政はインフラ整備、歩道や施設の整備はするとして、運営や企画みたいなのをすでにやっている団体にお金を出して任せるか、地方都市で企業はどこまで協力してもらえそうなのか。他の自治体はどうしているのか、わかれば教えていただけますか。
―株式会社ぎょうせい―
同時にスポーツ推進ビジョンを立案中であり、このアンケート結果をスポーツ振興の中で、関連団体にも提供することを考えております。市でやるのか関連団体でやるのかという問題はこれから考えていきますが、教室やイベント開催の意見の中でも、ヨガやストレッチの教室を増やしてほしいというご要望があります。要望されていること、土日、夜間というところを強く求められていることは、逆に言うとビジネスチャンスにもなると思います。スポ―ツの方では関連団体の若手担当者を集めて意見交換を、計画の立案中に行います。調査結果を融合して利用、活用していくことが目的になっておりますので、データを活用して総合力でいい形にしていくことを考えております。
―委員⑪―
企業の活動という面でお話ししますと、わが社は年4回ウォーキングイベントをやっています。団体では難しいし、集まるのが大変なのでスマホを使い、個人で歩いていただいて、その歩数をスマホで集計し、1か月平均で8000歩以上歩いたら簡単な商品を渡すというのをやっています。目標3割の参加でやっており、最初は50人くらいしかいなかったですが、継続していくと直近では300名くらい参加していただいています。1番いいのは個人で自由にできるというところと、場所も個人で決められ、仕掛けだけを提供するというやり方です。あと今週、丸亀ハーフマラソンがありますが、会社が参加費を負担し、170名が参加します。参加を呼びかけ、支援をしています。ランニングコーチを年2回呼び、ランニングやウォーキングの仕方を教えてもらう機会を提供しています。やっていて思ったのは、あまり手間をかけると長続きしないし、個人でできるものを推進していくのがいいかと思います。
―会長―
　先ほど委員⑩がおっしゃった動機付けにも関わることですが、何かを始めるにあたって、達成したら何かがもらえるといった仕組みがあるのも楽しみの一つになると思います。
また、丸亀市では食生活改善の取組として、食育SATシステムを活用し、フードモデルで食事バランスを目で見てすぐ分かるようにしたり、ベジメータを用いて自分の野菜摂取量を見える化したりするなど、動機付けにつながる工夫を行っています。こうした取組が継続できる仕組みになれば、さらに効果が高まるのではないかと思います。
さらに、食事面では、主菜・副菜がそろった食品が身近に手に入るようスーパー等と連携することや、減塩商品をまとめて販売するコーナーを設けるなど、消費者が入手しやすい環境づくりも大切だと思います。さまざまなアイデアを出しながら、健康に配慮した食品が身近に手に入る環境を整えていくことが望ましいと感じました。
―委員⑥―
諮問書に、健康情報が見える化というのは、行政に見える形ということですか。
―事務局―
県では健康寿命の延伸への取り組みとして、今年度から実際に取り組んでいるのが見える化事業になります。例えば、骨密度の測定をし、その測った値を見ていただくとか、あとベジメータによって野菜の摂取量を見ていただくことです。例えば、イオンモール高松の健診プラザに測定機械があり、自由に使える時間を作っています。また地域のスーパーで出張検診のような取り組みをやっています。マイチャレかがわという健康アプリで、測定機会の情報周知もしております。
―委員⑥―
個人のことが個人にわかりやすくするという意味ですね。
―事務局―
そうです。個人が見ていただいて、関心を持って行動変容につなげていこうとする取り組みです。
―委員⑨―
アンケ―トの自由記述欄には、取れ入れたらいいなと思う意見がたくさんありました。私の家の近くにも公園があります。できてから30年以上経ち、亀裂が入ったりして実は2年前そこで転んでしまい、顔を打ってけがをしました。その時に市役所の方がすぐに身に来てくださりましたが、結局直らないままでした。市長との懇談会があった時もお話しましたが、何も対応はありませんでした。イベントに出ていくのもいいのですが、やっぱり身近な公園などを活用して、自由な時間に自分で健康づくりをしていくこと、身近なところで健康づくりができることがいいと思います。
―委員⑧―
 かがわ食育の日は、19日ですよね。丸亀市の「健幸の日」は10日ですよね。周知ができないのは何でかなと思いました。食育の19日は頭に入ったけど、みたいな感じがします。私もマイチャレかがわのアプリを使用しています。近くの公園の周りを1000歩ぐらいかなと思いながら、歩くと800歩でした。ここを1周歩くと何歩という目安があればわかりやすく、日常的な運動につながるのかなと思いました。
―会長―
　他に何かございますか。
―株式会社ぎょうせい―
健康づくりに関する団体アンケート調査の協力依頼という資料について簡単にさせていただきます。団体の方々に事前にヒヤリングのシート調査を行い、その中で選抜し対面調査をするため、ヒヤリングシートは元資料になります。できるだけ回答いただけるように設問は厳選しております。記載者や連絡先を記入いただき、団体の活動内容、課題・問題、行政との連携や共同についてや市民が関心ある活動について、市民の健康づくりの関心向上につながった好事例やいい先進事例を引き出したいと考えており、細かな選択肢にはせずに自由に書いていただこうと思います。我々でヒヤリングシートを読み、もう少し深掘りしたいところをピックアップし、このシートをもとに対面でさらに深く聞き出していくという目的でございます。シート調査をまず行おうと思っておりますが、質問内容についてご意見がありましたらお願いいたします。
―会長―
今の説明につきまして、何かご意見がありましたらお願いします。
―委員⑥―
　想定している団体はどこになりますか。
―事務局―
具体的なところは今検討中ですが、働き世代の方の情報を収集したいため、企業やPTAなどを想定しております。
―委員⑥―
若い世代となると、ここに出席している団体も含めてですか。 
―事務局―
こちらに出席いただいている団体については、日頃からご意見を聞かせていただいています。今回の計画策定を機に、アンケート調査をさせていただき、普段なかなかご意見を伺うことのできない関係団体と接点を持つきっかけにしたいと考えています。また企業連携等は次期計画に向けて検討していきたいと思います。
―会長―
　（3）その他について何かございますか。
―事務局―
第3次健康増進計画の策定の今後の流れについて説明させていただきます。当日配布資料の資料5「第3次丸亀市健康増進計画策定スケジュール」をご覧ください。左側が会議をまとめたもので、保健医療推進委員会は●で示しています。4月下旬に企業などの団体にヒヤリングシートを送付し、5月頃にヒヤリングを行います。その後、6月上旬までに対象は検討中ですが、ワークショップを行いそれらの意見を反映させた骨子案を6月に委員の皆様に送付予定です。骨子案についてご意見をいただき、7月末頃の保健医療推進委員会でご意見に対する回答をしたいと思います。いただいた意見をもとに9月に計画案を皆様に送付し、再度ご意見をお伺いします。このご意見への回答は10月末ごろの保健医療推進委員会で行います。その後、庁議などを経て12月にはパブリックコメントを実施予定です。10月の会議でのご意見やパブリックコメントでの意見を反映したものを1月に見ていただき、2月の保健医療推進委員会で最終確認し、その後、答申の予定になっております。次年度の会議では委員の皆様のご意見をいただきながら計画策定をしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
―会長―
それでは、本日の議事についてはすべて終了いたしました。皆様、ご審議にありがとうございました。
―事務局―
次田会長、議事の進行ありがとうございました。また、委員の皆様におかれましては、長時間のご審議、多くの貴重なご意見をありがとうございました。本日の会議は終了いたします。
閉会（15時40分）
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